
令 ５ 長 寿 社 会 第 ３ ５ ０ 号 

令和５年 (2023 年 )６月１日 

関係社会福祉施設等の長 
様 

各 介 護 保 険 施 設 の 長 

山口県健康福祉部長寿社会課長 

社会福祉施設等における防災対策について 

社会福祉施設等における防災対策の推進については、平素から格別の御配慮をいただい

ており、厚くお礼申し上げます。 

さて、例年、梅雨期及び台風期における局地的大雨や集中豪雨により、全国各地で被害

が発生しており、過去、本県の社会福祉施設等においても、床上浸水等の大雨による被害

が発生しています。 

また、激甚化する水災害に対応し、「逃げ遅れゼロ」と「社会経済被害の最小化」を実現

するため、水防法等の一部を改正する法律が施行され、洪水等のリスクが高い区域にある

要配慮者利用施設の管理者等に、避難確保計画の作成等が義務付けられたところです。 

つきましては、これまでの想定を超えた災害が発生し得るとの観点から、貴施設等の「施

設内防災計画」を再度検証し、下記の１から３を参考に適宜見直しを行った上で、平常時

から、風水害や地震・津波等の災害への対応準備や災害発生時を踏まえた業務運営体制の

構築を行い、入所者・利用者や職員の安全確保に万全を期するようお願いします。 

特に、「施設内防災計画」は、各施設等の立地条件を十分に踏まえて作成する必要がある

ことから、関係法令を踏まえ、土砂災害特別警戒区域や津波災害警戒区域の指定等につい

て、下記の４により、常に最新の情報を把握した上で、見直しを行うようお願いします。 

また、万一、社会福祉施設等における災害が発生した場合には、速やかに情報提供いた

だきますようお願いします。 

記 

１「福祉・医療施設防災マニュアル作成指針」 (県厚政課 ホームページ掲載) 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/44/17760.html 

２「福祉施設等の災害対策取組事例集」 (県厚政課ホームページ掲載) 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/uploaded/attachment/40840.pdf 

３「災害教訓事例集」（県防危機管理課ホームページ掲載） 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/6/12600.html 

４「防災・災害情報『防災やまぐち』」 (県ホームページ・トップページ掲載) 

http://origin.bousai.pref.yamaguchi.lg.jp/pub_web/portal-top/ 

         山 口 県 長 寿 社 会 課 

施 設 班：岡村 083-933-2793 

介護保険班：野村 083-933-2774 
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災害が頻発・激甚化しており一刻も早い備えが必要です！！

施設の避難確保計画は提出されていますか？
～洪水等発生時に円滑かつ迅速に避難するために～

平成２９年の水防法の改正により、ハザードマップ内の要配慮者利用施設※の

管理者等は、避難確保計画の作成が義務付けられ、計画を作成し、市町に報告す
る必要があります。

※市町の地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。
あなたの施設は提出済ですか？
貴所が対象施設か分からない場合は、裏面の市町にお問合せください。

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆様へ

①まずはじめに！
・お手元に既に作成されている“防災に関する計画”をご用意く
ださい
例）・福祉施設や事業所の基準に関する条例等に基づく“施設

内防災計画”
・福祉･医療施設防災マニュアルに基づく“防災マニュアル”
・学校保健安全法等に基づく“危機管理マニュアル”
・上記の計画、マニュアルがない場合、消防法に基づく“消防計画”

②セルフチェックしましょう！
・お手元の“防災に関する計画”を水防法に基づく避難確保計画
として提出することができます。

・市町に提出する前に、別添のチェックシートで、必要項目の
チェックを行い、備えられていない項目は追加しましょう。

③チェック後は！
・チェックリストを添えて施設の所在する市町に提出しましょう。

避難確保計画 提出先の問い合わせ市町 一覧

※作成のイメージ及びポイントは
次ページを参照

洪 水
市 町 ・ 住 所 窓 口 ・ 電 話 番 号

備 考
（まずはこちらを

ご覧ください）

下関市
下関市南部町１番１号

防 災 危 機 管 理 課 ０８３－２３１－９３３３

http://www.city.shimo
noseki.lg.jp/www/cont
ents/157698630774
1/index.html

宇部市
宇部市常盤町一丁目７番１号

防 災 危 機 管 理 課 ０８３６－３４－８１３９

山口市
山口市亀山町２番１号

防 災 危 機 管 理 課 ０８３－９３４－２７２３

萩市
萩市大字江向５１０

防 災 危 機 管 理 課 ０８３８－２５－３８０８

防府市
防府市寿町７番１号

防 災 危 機 管 理 課 ０８３５－２５－２１１５

下松市
下松市大手町３－３－３

総務課 防災危機管理室 ０８３３－４５－１８３２

岩国市
岩国市今津１－１４－５１

危 機 管 理 課 ０８２７－２９－５１１９

光市
【光市総合福祉センター】
（あいぱーく光）
光市光井二丁目２番１号
※高齢者支援課、福祉総務課、健康増
進課、こども家庭課はこちら

【光市教育委員会】
光市光井九丁目18番３号
※学校教育課、文化・社会教育課はこちら

高齢者支援課
（高齢者施設・介護保険
施設の方）

0833-74-3003

福祉総務課
（障害者福祉施設の方）

0833-74-3001

学校教育課
（小学校・中学校の方）

0833-74-3602
https://www.city.hikari.
lg.jp/soshiki/2/bosai/k
urashi/1/2003.html

健康増進課
（医療施設の方）

0833-74-3007

こども家庭課
（保育所・保育事業所
・幼稚園の方）

0833-74-3005

文化・社会教育課
（放課後児童クラブ
（サンホーム）の方）

0833-74-3604

長門市
長門市東深川1339番２

防 災 危 機 管 理 課 ０８３７－２３－１１１１

柳井市
柳井市南町１－１０－２

危 機 管 理 室 ０８２０－２２－２１１１

避難確保計画について
https://www.city-
yanai.jp/soshiki/6/hina
nkakuhokeikakusuibou.
html

美祢市
美祢市大字大嶺町東分326-1

総務課 防災危機管理室 ０８３７－５２－１１１０

周南市
周南市岐山通１－１

高齢者支援課
（高齢者福祉の方）

0834-22-8461

障害者支援課
（障害者支援施設の方）

0834-22-8463

こども支援課
（保育所・保育事業
所・認定こども園・幼
稚園の方）

083-22-8455

地域医療課
（医療施設の方）

0834-22-8377

学校教育課
（小学校・中学校の方）

0834-22-8542

山陽小野田市
山陽小野田市日の出一丁目1番１

総 務 課 危 機 管 理 室 ０８３６－８２－１１２２
https://www.city.sanyo-
onoda.lg.jp/soshiki
/2/hinan-kakuho.html

周防大島町
周防大島町大字小松126番地2

総 務 課 ０８２０－７４－１０００

和木町
玖珂郡和木町和木1丁目1-1

企 画 総 務 課 ０８２７－５２－２１３６

上関町
熊毛郡上関町大字長島503

総 務 課 ０８２０－６２－０３１１

田布施町
田布施町大字下田布施3440番地1

総 務 課 ０８２０－５２－２１１１

平生町
平生町大字平生210-1

総 務 課 ０８２０－５６－７１１１

阿武町
阿武町大字奈古2636

総 務 課 ０８３８８－２－３１１０

https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/2/bosai/kurashi/1/2003.html
https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshik


項 目 ポ イ ン ト 見 本

① 防 災 体 制 〇役割分担表
災害時の役割分担をできるだけ具体的
に定めてください。

〇避難の判断と動き
洪水時等の「体制」やその体制ごとの
「活動内容」、「対応要員」 を定めてく
ださい。

② 情報収集・伝達

〇気象情報、河川の情報、避難情報の取得
方法を定めてください。

〇防災関係機関への緊急連絡先も整備し
ておきましょう。

③ 避 難 誘 導 〇市町から配布されているハザードマップ
を参考に避難先、避難経路、移動手段
などを定めてください。

④ 施 設 整 備 〇情報収集する設備、避難に使用する
器具、食料・水などの備蓄品を定めてく
ださい。

⑤ 教育・訓練 〇洪水を想定して、定期的に研修・訓練を
実施しましょう。

役割 業務内容 担当者

総括管理者 〇総括責任（避難の判断など防災対策
についての指揮ほか全般）

担 当：〇〇施設長
代行者①・・・代行②・・・

情報収集伝達班 〇気象情報、河川の情報、避難情報の
収集を行う。

〇関係者及び関係機関との連絡を行う。

班 長：〇〇副施設長
班員〇〇名
〇〇・・・

避難誘導班 〇使用する資機材の準備
〇施設利用者の避難誘導の実施
〇未避難者の確認

班 長：〇〇事務長
班員〇〇名
〇〇・・・

収集する情報 収集方法

気象情報 テレビ、ラジオ、インターネット
▶ 気象庁HP （http://www・・・）
〇〇市町防災メール（登録アドレス： ）

水位情報
洪水予報
（佐波川、小瀬川、錦川、門前川、椹野
川、 仁保川、厚東川、島田川のみ）
洪水の危険度

テレビ、ラジオ、インターネット
▶ 山口県土木防災システム 《水位情報、洪水予報》
▶ 気象庁HP（http://www・・・）

▶ 下関地方気象台HPの洪水警報の危険度分布のサイト

避難準備・高齢者等避難開始
避難勧告
避難指示（緊急）

〇〇市町からのファックス
〇〇市町防災メール（登録用アドレス： ）
テレビ、ラジオ、インターネット

■収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする

従業員、施設利用者等への防災教育及び訓練は、以下の通り実施する。
■防災に係る研修
■防災訓練

避難確保資機材等一覧

【施設周辺の避難経路図】
洪水時の避難先は、洪水ハザードマップの想定浸水域及び浸水深から、以下の場所とする。

施設及び避難先の位置と施設から避難先までの避難ルート
■ 施設所在地
■ 避難先
■ 移動手段

避難経路図

体制確立の判断時期 活動内容 対応要員

注意体制 氾濫注意水位到達 情報収集、関係職員招集 情報収集伝達班

警戒体制
（避難開始）

避難準備・高齢者等避難開始の発
令（避難判断水位到達）

情報収集、資器材準備、
要配慮者の避難誘導・・・

情報収集伝達班、
避難誘導班

非常体制 避難勧告又は避難指示（緊急）の
発令（氾濫危険水位到達）

施設全体の避難誘導・・・ 避難誘導班…

活動の区分 使用する設備又は資機材

情報収集・伝達 テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐中電灯、電池、携帯電話
用バッテリー等

避難誘導 名簿（施設職員、利用者等）、案内旗、タブレット、携帯電話、懐中電灯、携帯用
拡声器、電池式照明器具、電池、携帯電話バッテリー、ライフジャケット、蛍光塗
料、車いす、担架、常備薬 等
施設内避難のための水、食料、寝具、防寒具等

http://www/
http://www/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 

［警戒レベル５］は（市町が発令）は既に災害が発生している状況です ５ 

防災情報はいろいろあるけど 

いつ避難すればいいの？ 

市町から［警戒レベル３、４］
が発令された地域の方は、 

速やかに避難してください。 

警戒レベル 

警戒レベル 

警戒レベル 
１ 

警戒レベル 
２ 

心構えを 
高める 

（気象庁が発表） 

避難行動の 
確認 

（気象庁が発表） 

避難に時間を要する人は 
避難 

（市町が発令） 

安全な場所へ 
避難 

（市町が発令） 

［警戒レベル］で避難のタイミングをお伝えします。 

警 戒 

レベル４ 

避
難
勧
告

の

伝
達
文
例 

■こちらは、○○市です。 

■緊急放送、緊急放送、警戒レベル４、避難開始。 

緊急放送、緊急放送、警戒レベル４、避難開始。 

■○○地区に洪水に関する警戒レベル４、避難勧告を発令しました。 

■○○川が氾濫するおそれのある水位に到達しました。 

■○○地区の方は、速やかに危険な場所から全員避難を開始してください。 

■避難場所への避難が危険な場合は、近くの安全な場所に避難するか、 

 屋内の高いところに避難してください。 

次のような内容で自治体から避難行動を呼びかけます。 

山口県 

４ 
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水害・土砂災害について、市町が出す避難情報と、 

国や都道府県が出す防災気象情報を、５段階※1に整理しました。 

  
 

警戒レベル 避難情報等 

警戒レベル５ 
既に災害が発生している状況です。 

命を守るための最善の行動をとりましょう。 

災害発生情報※２ 

（市町が発令） 

  
 警戒レベル４ 

 
全員避難 

速やかに危険な場所から避難先へ避難しましょう。 

公的な避難場所までの移動が危険と思われ

る場合は、近くの安全な場所や、自宅内のよ

り安全な場所に避難しましょう。 

避難勧告 

避難指示（緊急）※３ 

（市町が発令） 

  
 避難準備・ 

高齢者等避難開始 

（市町が発令） 

 

警戒レベル3 

] 

 
高齢者等は避難 

避難に時間を要する人（ご高齢の方、障害の

ある方、乳幼児等）とその支援者は避難をし

ましょう。その他の人は、避難の準備を整え

ましょう。 

避難行動等 

  
 

警戒レベル２ 
避難に備え、避難場所や避難経路、避難の

タイミング等を確認しましょう。 

洪水注意報 

大雨注意報等 
（気象庁が発表） 

  
 

警戒レベル１ 
災害への心構えを高めましょう。 

最新の防災気象情報に注意しましょう。 

早期注意情報 
（気象庁が発表） 

  
 

※１ 各種の情報は、警戒レベル１～５の順番で発表されるとは限りません。状況が急変することもあります。 
※２ 災害が発生していることを把握した場合に、可能な範囲で発令。  ※３ 地域の状況に応じて緊急的又は重ねて避難を促す場合等に発令。 

警戒レベル相当情報
（例） 

警戒レベル５相当情報 

  氾濫発生情報 
大雨特別警報  等 

警戒レベル４相当情報 

 氾濫危険情報 
土砂災害警戒情報 等 

警戒レベル３相当情報 

 氾濫警戒情報 
洪水警報      等 

（国土交通省、気象庁、県が発表） 

これらは、住民が自主
的に避難行動をとる
ために参考とする情
報です。 

質問１）防災情報は出ているけど、避難情報が出ていないときはどうすればいいの？ 

⇒市町は、様々な情報をもとに、避難情報を発令する判断を行うことから、必ずしも防災気象情報と同じレベルの避難 

情報が、同時に発令されるわけではありません。 

自分の命は自ら守る意識を持って、防災気象情報も参考にしながら、適切な避難行動をとってください。 

質問２）避難指示（緊急）は、避難勧告と同じ警戒レベル４に位置付けられたけど、考え方が変わったの？ 

⇒避難指示（緊急）は、地域の状況に応じて緊急的に又は重ねて避難を促す場合などに発令されるので、必ず発令さ 

れるものではありません。避難勧告が発令され次第、避難指示（緊急）を待たずに速やかに避難をしてください。 

質問３）洪水で「警戒レベル４相当情報」が既に出ているなかで、土砂災害で「警戒レベル３相当情報」が出たけど洪水のレベ 

ルも４から３に下がったということなの？ 

⇒洪水の危険性が４から３に下がったわけではありません。洪水は４のままで、土砂災害の３が追加されたのであり、 

その地域は洪水と土砂災害、両方の災害を警戒する必要があります。 

 

＜避難情報等＞ ＜防災気象情報＞ 

Q&A 

【警戒レベル５】では既に災害が発生しています。また、必ず発令されるものではありません。 

【警戒レベル３】や【警戒レベル４】で、 

地域の皆さんで声をかけあって、安全・確実に避難しましょう。 
 
■詳しく知りたい方は、ホームページをご覧ください。 
  【県防災危機管理課】 

（https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a10900/a10900bousai/201905170001.html）    
 【内閣府】 
（http://www.bousai.go.jp/oukyu/hinankankoku/h30_hinankankoku_guideline/index.html） 

                                 
 
   

QR コード（県 HP） 



①まずはじめに！
・お手元に既に作成されている“防災に関する計画”をご用意く
ださい
例）・福祉施設や事業所の基準に関する条例等に基づく“施設

内防災計画”
・福祉･医療施設防災マニュアルに基づく“防災マニュアル”
・学校保健安全法等に基づく“危機管理マニュアル”
・上記の計画、マニュアルがない場合、消防法に基づく“消防計画”

②セルフチェックしましょう！
・お手元の避難確保計画を土砂災害防止法に基づく避難確保計画
として提出することができます。

・市町に提出する前に、別添の表を参考に、必要項目のチェック
を行い、備えられていない項目は追加しましょう。

③チェック後は！
・チェックリストを添えて施設の所在する市町に提出しましょう。

災害が頻発・激甚化しており一刻も早い備えが必要です！！

施設の避難確保計画は提出されていますか？
～土砂災害が発生するおそれがある場合に

円滑かつ迅速に避難するために～

平成２９年の土砂災害防止法（※1）の改正により、土砂災害警戒区域内の要配慮
者利用施設（※2）の管理者等は、避難確保計画の作成が義務付けられ、計画を作成
し、市町に報告する必要があります。
※１ 正式名称は「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律」です。
※２ 市町の地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設が対象です。

あなたの施設は提出済ですか？
貴所が対象施設かわからない場合は、裏面の市町にお問合せください。

要配慮者利用施設の所有者・管理者の皆様へ

※作成のイメージ及びポイントは
次ページを参照

土砂災害
市 町 ・ 住 所 窓 口 ・ 電 話 番 号

備 考
（まずはこちらを

ご覧ください）

下関市
下関市南部町１番１号

防 災 危 機 管 理 課 ０８３－２３１－９３３３

http://www.city.shimo
noseki.lg.jp/www/cont
ents/157698630774
1/index.html

宇部市
宇部市常盤町一丁目７番１号

防 災 危 機 管 理 課 ０８３６－３４－８１３９

山口市
山口市亀山町２番１号

防 災 危 機 管 理 課 ０８３－９３４－２７２３

萩市
萩市大字江向５１０

防 災 危 機 管 理 課 ０８３８－２５－３８０８

防府市
防府市寿町７番１号

防 災 危 機 管 理 課 ０８３５－２５－２１１５

下松市
下松市大手町３－３－３

総務課 防災危機管理室 ０８３３－４５－１８３２

岩国市
岩国市今津１－１４－５１

危 機 管 理 課 ０８２７－２９－５１１９

光市
【光市総合福祉センター】
（あいぱーく光）
光市光井二丁目２番１号
※高齢者支援課、福祉総務課、健康増
進課、こども家庭課はこちら

【光市教育委員会】
光市光井九丁目18番３号
※学校教育課、文化・社会教育課はこちら

高齢者支援課
（高齢者施設・介護保険
施設の方）

0833-74-3003

福祉総務課
（障害者福祉施設の方）

0833-74-3001

学校教育課
（小学校・中学校の方）

0833-74-3602
https://www.city.hikari.
lg.jp/soshiki/2/bosai/k
urashi/1/2003.html

健康増進課
（医療施設の方）

0833-74-3007

こども家庭課
（保育所・保育事業所
・幼稚園の方）

0833-74-3005

文化・社会教育課
（放課後児童クラブ
（サンホーム）の方）

0833-74-3604

長門市
長門市東深川1339番２

防 災 危 機 管 理 課 ０８３７－２３－１１１１

柳井市
柳井市南町１－１０－２

危 機 管 理 室 ０８２０－２２－２１１１

避難確保計画について
https://www.city-
yanai.jp/soshiki/6/hina
nkakuhokeikakusuibou.
html

美祢市
美祢市大字大嶺町東分326-1

総務課 防災危機管理室 ０８３７－５２－１１１０

周南市
周南市岐山通１－１

高齢者支援課
（高齢者福祉の方）

0834-22-8461

障害者支援課
（障害者支援施設の方）

0834-22-8463

こども支援課
（保育所・保育事業
所・認定こども園・幼
稚園の方）

083-22-8455

地域医療課
（医療施設の方）

0834-22-8377

学校教育課
（小学校・中学校の方）

0834-22-8542

山陽小野田市
山陽小野田市日の出一丁目1番１

総 務 課 危 機 管 理 室 ０８３６－８２－１１２２
https://www.city.sanyo-
onoda.lg.jp/soshiki
/2/hinan-kakuho.html

周防大島町
周防大島町大字小松126番地2

総 務 課 ０８２０－７４－１０００

和木町
玖珂郡和木町和木1丁目1-1

企 画 総 務 課 ０８２７－５２－２１３６

上関町
熊毛郡上関町大字長島503

総 務 課 ０８２０－６２－０３１１

田布施町
田布施町大字下田布施3440番地1

総 務 課 ０８２０－５２－２１１１

平生町
平生町大字平生210-1

総 務 課 ０８２０－５６－７１１１

阿武町
阿武町大字奈古2636

総 務 課 ０８３８８－２－３１１０

避難確保計画 提出先の問い合わせ市町 一覧

https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/2/bosai/kurashi/1/2003.html
https://www.city.sanyo-onoda.lg.jp/soshik


項 目 ポ イ ン ト 見 本

① 防 災 体 制 〇役割分担表
土砂災害のおそれのある時の役割分担を
できるだけ具体的に定めてください。

〇避難の判断と動き
土砂災害のおそれのある時の「体制」や
体制区分ごとの「活動内容」、「対応要
員」を定めてください。

② 情報収集・伝達 〇気象情報、土砂災害警戒情報、避難情報
の取得方法を定めてください。

〇防災関係機関への緊急連絡先も整備し
ておきましょう。

③ 避 難 誘 導 〇市町から配布されているハザードマップ
を参考に避難先、避難経路、移動手段な
どを定めてください。

④ 施 設 整 備 〇情報収集する設備、避難に使用する
器具、食料・水などの備蓄品を定めてく
ださい。

⑤ 教育・訓練 〇土砂災害を想定して、定期的に研修・訓
練を実施しましょう。

役割 業務内容 担当者

総括管理者 〇総括責任（避難の判断など防災対策
についての指揮ほか全般）

担 当：〇〇施設長
代行者①・・・代行②・・・

情報収集伝達班 〇気象情報、土砂災害警戒情報、避難情報、
がけ崩れ等の前兆現象や被害情報の収集を行う。

〇関係者及び関係機関との連絡を行う。

班 長：〇〇副施設長
班員〇〇名
〇〇・・・

避難誘導班 〇使用する資機材の準備
〇施設利用者の避難誘導の実施
〇未避難者の確認

班 長：〇〇事務長
班員〇〇名
〇〇・・・

収集する情報 収集方法

気象情報 テレビ、ラジオ、インターネット
▶気象庁HP （http://www・・・）
〇〇市町防災メール（登録アドレス： ）

土砂災害警戒情報 テレビ、ラジオ、インターネット
▶気象庁HP （http://www・・・）
〇〇市町防災メール（登録アドレス： ）

・避難準備・高齢者等避難開始
・避難勧告
・避難指示（緊急）

〇〇市町からのファックス
〇〇市町防災メール（登録アドレス： ）
テレビ、ラジオ、インターネット

■収集する主な情報及び収集方法は、以下のとおりとする

活動の区分 使用する設備又は資機材

情報収集・伝達 テレビ、ラジオ、タブレット、ファックス、携帯電話、懐中電灯、電池、携帯電話
用バッテリー 等

避難誘導 名簿（施設職員、利用者等）、案内旗、タブレット、携帯電話、懐中電灯、携帯用
拡声器、電池式照明器具、電池、携帯電話バッテリー、ライフジャケット、蛍光塗
料、車いす、担架、常備薬 等
施設内避難のための水、食料、寝具、防寒具 等

避難確保資機材等一覧

体制確立の判断時期 活動内容 対応要員

注意体制 大雨注意報 情報収集、関係職員招集 情報収集伝達班

警戒体制
(避難開始)

避難準備・高齢者等避難開始の発令
大雨警報（土砂災害）発表

情報収集、資器材準備
要配慮者の避難誘導

情報収集伝達班
避難誘導班

非常体制 避難勧告又は避難指示（緊急）の発令
土砂災害警戒情報発表

施設全体の避難誘導 避難誘導班…

施設職員、施設利用者等への防災教育及び訓練は、以下の通り実施する。
■防災に係る研修
■防災訓練

【施設周辺の避難経路図】

施設及び避難先の位置と施設から避難先までの避難ルート
■ 施設所在地
■ 避難先
■ 移動手段

避難経路図

http://www/
http://www/
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○ 感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、
全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練（シミュレーション）
の実施等を義務づける。その際、３年間の経過措置期間を設けることとする。【省令改正】

概要

１．② 業務継続に向けた取組の強化

（参考）介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）ガイドラインについて

【全サービス★】
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○ 災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策（計画策定、関係機関と
の連携体制の確保、避難等訓練の実施等）が求められる介護サービス事業者を対象に、小規模多機能型居宅介護
等の例を参考に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととす
る。【省令改正】

概要

１．③ 災害への地域と連携した対応の強化

【通所系サービス★、短期入所系サービス★、特定施設入居者生活介護★、地域密着型特定施設入居者生活介護、施設系サービス】



１．④ 通所介護等の事業所規模別の報酬等に関する対応

大規模型Ⅰ
751人～
900人以下

要介護1～5
655～

1,142単位

要介護1～5
626～

1,092単位

通常規模型

～750人以下

延べ利用者数

大規模型Ⅱ

901人以上

要介護1～5
604～

1,054単位

単位

（注） 「新型コロナウイルス感染症に
係る介護サービス事業所の人員基
準等の臨時的な取扱いについて
（第12報）」（令和２年６月１日事務
連絡）で示している請求単位数の
特例は、上記の対応が実施される
までの間とする。

（7時間以上８時間未満の場合）

概要・算定要件

＜現行＞ ＜改定後＞
なし → ア 通所介護又は通所リハの大規模型Ⅰについて、通所介護又は通所リハの通常規模型の基本報酬

通所介護又は通所リハの大規模型Ⅱについて、通所介護又は通所リハの大規模型Ⅰ又は通常規模型の基本報酬
イ 基本報酬の100分の３の加算（新設）

単位数

○ 通所介護等の報酬について、感染症や災害の影響により利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス
提供を可能とする観点から、以下の見直しを行う。
ア より小さい規模区分がある大規模型について、事業所規模別の報酬区分の決定にあたり、前年度の平均延べ利

用者数ではなく、延べ利用者数の減が生じた月の実績を基礎とすることができることとする。【通知改正】
イ 延べ利用者数の減が生じた月の実績が前年度の平均延べ利用者数から５％以上減少している場合、３か月間（※

２）、基本報酬の３％の加算を行う（※３）。【告示改正】
現下の新型コロナウイルス感染症の影響による前年度の平均延べ利用者数等から５％以上の利用者減に対する適用

にあたっては、年度当初から即時的に対応を行う。
※１ ア・イともに、利用者減の翌月に届出、翌々月から適用。利用者数の実績が前年度平均等に戻った場合はその翌月に届出、翌々月まで。
※２ 利用者減に対応するための経営改善に時間を要するその他の特別の事情があると認められる場合は一回の延長を認める。
※３ 加算分は区分支給限度基準額の算定に含めない。

【通所介護の場合】

同一規模区分内で
減少した場合の加算

○ 利用者減の月の実績が、
前年度の平均延べ利用者数
等から５％以上減少してい
る場合に、基本報酬の３％
の加算を算定可能。

規模区分の変更の特例

○ 利用者減がある場合、前年度の
平均延べ利用者数ではなく、
利用者減の月の実績を基礎とし、
・大規模型Ⅰは通常規模型
・大規模型Ⅱは大規模型Ⅰ
又は通常規模型

を算定可能。

（※）「同一規模区分内で減少した場合の加算」「規模区分の変
更の特例」の両方に該当する場合は、後者を適用。＋3%

＋3%

＋3%
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【通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護★】
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